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航空白

会計隊長 越 智 靖

下記により入札を実施するので、「入札及び契約心得」を熟知の上、参加されたい。

記

1入札に付する事項
(1)件   名 地上タカン装置移設に係る電波影響調査
(2)履行場所 航空自衛隊新田原基地
(3)履行期限 令和8年3月 31日 (火 )

(4)契約方法 確定契約
2入 本L同 時  令和 7年 6月 10日 (火 )9時 30分
3入 札 方 式  一般競争入札
4入 札場 所  航空自衛隊新田原基地司令部庁舎lF入札室
5参 加 資 格
(1)令和 7・ 8・ 9年度の資格審査結果通知書 (全省庁統一資格)「役務の提供等」A、 B、 C又はDの等

級に格付けされ、九州。沖縄地域の競争参加資格を有する者。

(2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。

(3)防衛省 防衛装備庁長官又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要

領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(4)前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同

種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

(5)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし真にやむを

得ない事由を防衛省 防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。

6入 札 方 法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当す
る額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に

相当する金額を入札書に記載すること。

7保 証金 入札保証金 :免除、契約保証金 :免除
8契約書等作成の必要の有無 有
9説 明会  なし
10契約条項を示す場所 航空自衛隊新田原基地会計隊契約班及び新田原基地ホームページ

11適用する契約条項 航空自衛隊標準契約 (請書)条項の役務供給契約 (請書)条項及び適用契約
条項の関係条項による。

12その他
(1)第 5項の参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(2)入札保証金の納付を免除した場合において、落札者が契約を結ばないときは、入札書に記載され
た金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額の100分の5に相当する金額を徴収するこ

とと
‐
ケる。

(3)入札参加希望者は、下記連絡先まで一報の上、入札開始前までに資格審査結果通知書の写しを
会計隊契約班に提出すること。(FAX可とする。)

(4)入札に代理人が参加する場合は、委任状 (随意様式)を提出すること。

(5)郵便入札を可とする。その際は、入札日前日必着 (土 日祝日を除く。)とする。

(6)本書記載事項の詳細については、会計隊契約班に照会のこと。

〒889-1492 宮崎県児湯郡新富町大字新田19581

航空自衛隊新田原基地 第5航空団会計隊契約班 担当:緒方

TEL 0983-35-1121(内 線)5738 FAX 0983-35-1805(直 通)
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市価調査書

契約担当官

航空自衛隊第5航空団

会計隊長 越智 靖彦 殿

令  和  7 年  6 月  6 日

住所、会社名、代表者名

履 行 期 限 令和8年3月 31日 履 行 場 所 航空自衛隊新田原基地

品 名 (件名 ) 規 格 単位 数量 単 価 金  額 備  考

地上タカン装置移設に係る
電波影響調査

内訳のとおり 式 1

(内訳 )

役務費
仕様書のとおり

直接人件費等
式 1

諸経費 一般管理費等 式 1

以下余白

=本社 (見積)金額
¥



入 本L綱 司 韓 1書

貴通知・公告に対し、入札及び契約心得・契約条項等承知の上、上記のとおり提出します。

契約担当官

航空自衛隊第5航空団

会計隊長 越智 靖彦 殿

令  和  7 年  6 月  10 日

住所、会社名、代表者名

履 行 期 限 令和8年3月 31日 履 行 場 所 航空自衛隊新田原基地

品 名 (件名 ) 規 格 単位 数量 単 価 金  額 備  考

地上タカン装置移設に係る
電波影響調査

仕様書のとおり 式 l

以下余白

入札●議積)金額
¥

|



委 任 状

令和7年6月 10日

契約担当官

航空自衛隊第 5航空団

会計隊長 越智 靖彦 殿

(委任者 )

住  所

会 社 名

代 表 者

私は、下記の者を代理人と定め、下記件名の入札に関する一切の権限を委任します。

1 件名 地上タカン装置移設に係る電波影響調査

2 履行場所 航空自衛隊新田原基地

(代理人)

住  所

氏   名



航 空 自 衛 隊 仕 様 書

仕様書 の

種   類

内 容 に よ る 分 類 役 務 仕 様 書

性 質 に よ る 分 類 個 別 仕 様  書

物 品番 号 仕 様 書 番 号

品  名

5乙  は

件  名

地上 タカ ン装置移設 に係 る

電波影響調査

新 基 LPS一 E00016

承   認 令和 7年 5月 16日

作   成 令和 7年 5月 8日

改   正
令和   年   月  日

令和   年   月  日

作成部 隊等名 新 田原管制隊

1 総則
1.1 適用範囲
この仕様書 は ,航空 自衛 隊において ,地上 タカ ン装置 (以 下 “タカ ン"と い

う。 )の移設 に当た り実施す る地上 タカ ン装置設置等 に係 る電波影響調 査 (以 下
“本調査 "と い う。 )に 適用す る。
1.2 用語及び定義
この仕様 書で用 い る主 な用語及び定義 は ,C&LPS― Y00007の 1.2に

よるほか ,付 表 1に よる。
1.3 引用文書等
引用文書等 は ,次 に よる。
a)引 用文書  この仕様 書 に引用す る次 の文書 は ,こ の仕様書 に規定す る範 囲内
において ,こ の仕様 書 の一部 をなす もので あ り,入札書又 は見積書 の提 出時
にお け る最新版 とす る。

なお ,引 用文書 に定 め る内容 が ,こ の仕様書 に定 め る内容 と相違す る場合
は ,3)を 除 き ,こ の仕様書 に定 める内容 が優先す る。
1)規 格
NDS C 0002   地上用電子機器通則

2)仕 様書
C&LPS一 Y00007 調達 品等一般 共通仕様 書

CPS一 E581215  地 上 タ カ ン 装 置  J/GRN-504( )

3)法 令等
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品 名 地上タカン装置移設に係る電波影響調査

電波法 (昭 和 25年 法律第 131号 )

航空法 (昭 和 27年 法律第 231号 )

著作権法 (昭 和 45年 法律 第 48号 )

情報 システム に関す る調達 に係 るサ プライチ ェー ン ロリス ク対応のための

措置 につ いて (通 達 )[防 装庁 (事 )第 3号  31.1.9]

航空 自衛隊の立入制 限場所への立入手続 等 に関す る達 (昭 和 57年 航 空 自

衛 隊達第 5号 )
飛行 点検実施細則 (令 和 7年航 空支援集 団達第 1号 )

b)関 連 文書
IT利 用装備 品等及 び IT利 用装備 品等関連役務の調達 にお けるサ プライチ
エー ン ロリス クヘの対応 につ いて (通 知 )(装 管調第 807号 令和 3年 1月

21日 )

飛 行 点検 実 施 規 則 (令 和 7年 航 空 自衛 隊達 第 2号 )
2 調査 に関す る要求
2.1 調査 の前提
本調査 は ,タ カ ンの移設 に先立 ち,設 置場所周辺 の地形 ,物 件 ,障害物等 に よ

る電波影響等 を整理 し,タ カ ンの設置 に適 した場所 を調査 して調査報告書 を作成

す る。調 査 の前提 は ,次 に よる。
a)既 設 タカ ンの諸元及び設置場所並び に移設後 の設置候補 地 (以 下 “候補地 "

とい う。 )の 範 囲は ,調 達要領指定書 に よる。
b)タ カ ンの仕様 は , CPS一 E581215に よる。

c)設 置位 置 の適否 は,次 に掲 げ る事項 を確認す るこ とに よ り行 うこ と。
1)設 置位 置 が電波法及 び航空法 (以 下 “法令等 ''と い う。 )並 び に付表 2に

適合 してい るこ と。

2)シ ミュ レー シ ョンの結果 が ,付 表 3に 適合 してい るこ と。
d)調 査 に当た り,物 件及 び障害物 の撤去 ,除去又 は移設 を検討す る場合 ,こ れ
らの可否 に関す る検討 は ,本調査 の対象外 とす る。
2.2 調査実施計画書の作成等
a)契 約 の相手方 は ,契 約締結後速や かに,次 の事項 を記載 した調査実施 計画書
(案 )を 作成す るもの とす る。
1)実 施 予定表
2)実 施体制
3)調 査実施 要領 (現 地調査 を含む。 )
4)そ の他
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品  名 地上タカン装置移設に係る電波影響調査

b)契 約 の相手方 は ,調 査 実施計画書 (案 )を 作成後 ,速 や かに説 明会 を実施
し,監督官 の確認 を受 けるもの とす る。説 明会実施場所 は ,調 達要領指定書
に よるもの と し,説 明会終 了後 ,所要 の修正 を実施 した上 で ,調 査実施計画
書 を提 出す るもの とす る。提 出先 は,調 達要領指定書 に よる。
2.3 調査
2.3.1 現地調査

契約 の相手方 は ,調 査実施計画書 に基づ き,現 地調査 を実施す るもの とす る。
なお ,調 査 の実施 に必要 な器材 は,契 約 の相手方 が準備す るもの とす る。現地

調 査 の内容 は ,次 に よる。
a)タ カ ンの候補地 の現況調査
b)候 補 地周辺 の物件 ,障害物及び地形 の調査
C)調 査報告書等 に使用す る写真 の撮影
2.3.2 調査の内容
調査 の内容 は ,次 による。
2.3.2.1 タカ ン設置要件の整理

法令等及 び付表 2に 基づ き ,タ カ ンの設 置要件 を整理 し,取 りま とめるもの と

す る。

2.3.2.2 タカ ンの設置場所検討
2.3.2.1を 踏 ま え,2.l a)の 候補地 の範 囲内にお け るタカ ンの設置場所 を検討

す るもの とす る。細部 は,次 に よる。
a)タ カ ン空 中線 の設置場所 を選 定 し,作図 を行 うこ と。
b)2.3.1で 得 られ た成果及び国土地理院 に よる公 開情報 を使 用 し,緯度 ,経度
及 び地盤 高 を調査 し,取 りま とめるこ と。
c)制 限表 面 ,そ の他法令等 に よる規制 を調査 し,空 中線 高 を検討す るこ と。
d)タ カ ンが発射す る電波 に影響 を与 える可能性 の あ る物件及 び障害物 を調査 し ,
取 りま とめ るこ と。

e)周 囲の地形及 び d)の 障害物 を考慮 し,覆域 の検討 を行 うこ と。
f)d)の 物件及 び障害物及び e)の 地形 をモデル化 し,電波影響 に係 るシ ミュ
レー シ ョンを行 い ,電波へ の影響 を検討す るこ と。
g)f)で 実施 した シ ミュ レー シ ョンで許容値 を満足 しない場合 は ,設 置場所 の変
更 ,物 件及 び障害物 の除去 ,そ の他 必要 な改善策 を検討す ること。
2.3.2.3 問題点及 び懸念事項等の抽 出
タカ ンの設置 に当たって問題 点 ,懸念事項等 とな る事項 を抽 出 して ,取 りま と
め るもの とす る。
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品  名 地上タカン装置移設に係る電波影響調査

2.3.3 連絡調 整会 の実施
契約 の相手方 は ,監 督 官 との調整 に よ り,月 1回 を基準 に連絡調整会 を実施 し ,

調査 の方 向性 につ いて確認 す るもの とす る。 実施場所 は ,調 達要領指定書 に よる。
2.3.4 調査結 果の報告
契約 の相手方 は ,中 間報告会及 び調査結果報告会 を実施す るもの とす る。 中間

報告会及 び調 査結果報告会 の実施 時期及び実施場所 は ,調 達要領 指定書 に よる。
なお ,中 間報告会実施 まで に中間報告資料 (案 )を 作成す るもの と し,中 間報

告会実施後 ,所要 の修正 を実施 した上で ,速や かに中間報告 資料 を提 出す るもの

とす る。提 出先 は ,調 達要領指定書 に よる。
2.4 品質管理
品質管理 は ,次 に よる。
a)提 出書類及 び納 入 品は ,障害等 リス クが潜在す る と契約 の相 手方 が知 り又 は

知 り得べ き ソー ス コー ド等 の埋込み又 は組 込み ,そ の他官 の意 図せ ざる変 更
が行 われ ない相応 の管理 ,そ の他 の契約 の相手方 (下 請負者 ,再委託先等 を

含む。 )に よる適正 な品質管理 の下で製作 され た ものでな けれ ばな らない。
b)本 役務 の実施 に当た り,契 約 の相手方 (下 請負者 ,再委託先等 を含む。 )は ,

貸付 文書 につ い て a)の 品質管理 と同等 の管理 を行 うもの と し,障 害等 リス

クが潜在す る と知 り又 は知 り得べ き ソー ス コー ド等 の埋込み又 は組 込み ,そ
の他官 の意 図せ ざる変更 を行 わない もの とす る。

3 監督 口検査
監督及 び検査 は ,契 約担 当官等 の定 める監督検査事務処理要領 に よ り実施す る。
4 その他 の指示
4.1 提 出書類
契約 の相 手方 は ,監督 官 の確認 を受 けた上 で表 2に 示す提 出書類 を提 出す るも
の とす る。

表 2-提 出書類

名 称
数 量 、単位 及

び媒体

秘等

区分
提 出先 提 出時期

調査 実施 計画書
調達要領指定

書 に よる。

調達要領指定

書 に よる。

契約締結後速

やかに

中間報告資料
調達要領指定

書 に よる。

調達要領 指定

書 に よる。

中間報告会実

施後速や か に
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品  名 地上タカン装置移設に係る電波影響調査

4.2 納入品
契約 の相手方 は ,表 3を 納入す る もの とす る。

表 3-納 入 品

名  称 数量、単位及 び媒体
秘等

区分
納  入  先 納  期

調査報告書
調達要領指定書 に よ

る。

調達要領指定書

に よる。

調達要領指定書

に よる。

4.2.1 提 出書類等の書式

調査 実施 計画書 ,調 査報告書等 は , 日本産業規格 A列 4番 を縦 に使 用 し,ワ ー

ド・ プ ロセ ッサ に よ り浄 書 した もの とす る。 ただ し,こ れ に よ り難 い場合 (図 表 ,

画像及び写真 )は ,他 の様式 を併用す るこ とがで きる。
4.2.2 提 出書類等作成の留意事項
本調査 に使用 した文献 ,参考資料等 は,調 査報告書 に記載す るもの とす る。
4.3 貸付文書
契約 の相手方 は , C&LPS一 Y00007の 4.2.2b)に 基づ き,本調査 にお
いて官側 が必要 と認 めた文書及 び資料 (以 下 “文書等 "と い う。 )に つ いて ,無
償 で貸付 けを受 け又 は閲覧す るこ とがで きる。 また ,文 書等 は ,貸 付 け又 は閲覧
時 にお け る最新版 とし,文 書等 が更新 され た場合 は ,最新版 の文書等 の貸付 けを
受 け又 は閲覧 をす るこ とがで きる。

なお ,文 書等 の貸付場所及 び返納場所 につ いては ,官側 の指 定す る場所 とす る。
また ,貸付 時期 は ,官 側 との調整 に よるもの とし,貸付期 間は ,契 約納期 まで と
す る。

4.4 官側 にお ける支援
契約 の相 手方 は ,本契約 の履行 に当た り,官 側 の支援 を必要 とす る場合 は,次
の事項 につ いて ,無 償 で官側 の支援 を受 けるこ とがで きる。 この場合 ,速や かに
契約担 当官等 に 申請す る。

a)官 側 の施設 ,設 備等 の使 用
b)部 隊等 にお ける意見聴 取
C)そ の他 ,官 側 が必要 と認 めた事項
4.5 著作権 その他 の権 利
著作権 その他 の権利 は ,次 に よる。
a)契 約 の相手方 は ,調査報告書 を作成す る場合 は ,第 二者 が有す る著作権 そ の
他 の権利 (産 業財産権及 び営業秘密 )(以 下 “知 的財産権 ''と い う。 )を 侵
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品 名 地上タカン装置移設に係る電波影響調査

害す るこ とのない よ う,必 要 な処置 を講 じるもの とす る。
b)こ の契約 において作成 した調査報告書 が ,第 二者 の知的財 産権 を侵 害 してい
る と して ,官側 に対 して ,第二者 が何 らかの請求・ 主張 を行 った ときには ,

契約 の相 手方 が 自己の費用 にて 当該 第二者 と交渉・訴訟 を行 い ,弁 護 士費用 ,

その他 の費用 を含 む損害賠償 責任 の全て を契約 の相 手方 が負担す る。

c)こ の契約 にお いて作成 され ,納入物 とな る調査報告書 の著作物 において ,著
作権法 に規定 され た著作権 (財 産権 )及 び著作者 人格権 (以 下 “著作権等 "

とい う。 )が 発 生す る場合 ,そ の権利 は次 に よる。 ただ し,官 側 は ,納 入 さ

れ た著作物 を利 用す るた めに必要 と認 め られ る範 囲において ,翻 案 ,複製及
び貸与す るこ とがで きる。

1)契 約 の相 手方 が従来 か ら有 していた著作権等 には適用 しない。 これ らの著
作権等 (以 下 “適 用外著作権等 "と い う。 )は ,契 約 の相 手方 に留保 され
る。

2)契 約 の相手方 は ,こ の契約 で新 たに契約 の相手方 が著作 した調査報告書 の

著作権 (著 作権法第 27条 及び第 28条 に規定す る権利 を含む。 )を ,契
約 の時点で適 用外著作権等 が確 定 してい る部分 を除 き,官 側 に譲渡す る。
3)契 約 の相手方 は,適 用外著作権等 を除 く調査報告書 に関 し,著 作権法 に規
定す る著作者 人格権 を行使 しない。 ただ し,官 側 の承認 を得た場合 には ,

この限 りではない。

4)契 約 の相手方 は ,調 査報告書 の納入 時 ,付紙 1及 び付紙 2を それ ぞれ作成
し,監督官 に 1部提 出す る。
5)契 約 の相手方 は ,調 査報告 書 に関す る適 用外著作権等 を主張す る場合 は ,

付紙 3を 作成 し,監督官 に 1部提 出す る。契約 の相手方 は,提 出後 ,速 や
かに留保部分 につ いて ,官 側 と協議 を行 った上で確認 を受 ける。 また ,確
認 を受 けた留保部分 に関す る詳細資料 を,監 督官 に 1部 提 出す る。

d)契 約 の相手方 は ,著 作権等 の帰属等 に関 し疑義 が発 生 した場合 は ,そ の都度
官側 と協議 して解決す る。 また ,協 議 において取 り決 めを行 った場合 ,契 約
の相手方 は ,取 り決 めた文書 を速や か に官側 に提 出 し,確認 を受 ける もの と
す る。

e)契 約 の相手方 は ,本調査 に よ り得 られ た成果 を,官側 の許 可 な く,公表 又 は
第二者 へ譲渡 してはな らない。

4.6 情報保全
情報保全 は ,次 に よる。
a)契 約 の相手方 が ,第二者 を従事 させ る場合 は,情報 システム に関す る調達 に
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品  名 地上タカン装置移設に係る電波影響調査

係 るサ プライチ エー ン・ リス ク対応のための措置 につ いて (通達 )に 定 める

特約条項 に よるもの と し,所要 の届 出を実施す るもの とす る。
b)契 約 の相手方 は ,本契約 の履 行 に当た り,知 り得 た知識 を漏 えい又 は他 に転

用 してはな らない。

c)基 地へ入 門す る車両 に ドライ ブ レコー ダー を搭載 してい る場合 ,入 門前 に ド

ライブ レコー ダーの電源 を切 り,機 能 の無効化処置 を実施す るもの とす る。

なお , ドライブ レコー ダー機 能 の無効化処置 の履行状況 につ いて は,監督官
に確認 を受 けるもの とす る。

4.7 立入制 限場所への立入

契約 の相手方 が ,2.2.4の 現地調査 の実施 に当た り,部 隊等 の長 が定 めた立入

禁止 区域へ立 ち入 る必要 が あ る場合 は,航 空 自衛 隊の立入制 限場所へ の立入手続

等 に関す る達 の定 める ところに よ り,立 入 りを許 可 され た者 でなけれ ばな らない。
4.8 仕様書の疑義
この仕様書 に対 して疑義 を生 じた場合 は ,そ の内容 について監督官 の所掌事務

に関す る事項 につ いては監督官 と,検 査官 の所掌事務 に関す る事項 につ いては検

査官 と,そ の他 の契約 に関す る事項 の疑義 につ いて は契約担 当官 とそれ ぞれ協議

す るもの とす る。
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付表 1-用 語及 び定義

用  語 定  義

地上 タカ ン装置 TACtial Air Navigation:TACAN(タ カ ン )
航行す る航空機 に対 し,距離及び方位情報 を提供す ることに

よ り,航 空機 が適切 な航法 を実施 し,航 空交通 の安全 を確

保す るための航 空保安無線施設 として使 用す る装置 であっ

て,方位情報の提供 にUHF帯 を使用す るものをい う。
シ ミュ レーーシ ョン 電子計算機又は物理モデル を用 い ,電 波放射 を模擬す る

ことをい う。



付表 2-タ カンの設置条件
No 内    容

(全 般 )

空 中線 装置 の設置位 置 とそ の周 辺 の障害物 との位 置 関係 は ,タ カ ンの方位 精度 に影
響す る。 したが って ,空 中線装置 の設置 は ,次 の設置基準 を満 たす こと。

2-1

注記 1

注記 2

注記 3

注
a)

(タ カ ン・ ア プロー チ以外 に使用す る場合 )

一般 的 に使 用 (タ カ ン・ アプ ロー チ以外 の使用 )す る場合 ,空 中線 装置 は ,最 大有
効距離 を得 るた めにで き るだ け高 い地形 の点 に ,地 上 高 をで き るだ け高 く設 置す る
こ とが望 ま しい。 空 中線装 置 開 口部 か ら 300m以 上離れ た場所 の障害物 は ,精 度
にあま り影響 を与 えないが ,陰 とな る地域 を生 じるた め好 ま しくないので ,次 の基
準 に よつて設 置位置 を選 定す る。 図 1に お い て ,空 中線 装置 開 口下部 中心 か ら上 向
角 3° 以上 の空間に障害物 がない こと。 ただ し,次 の場合 は例外 とす る。

a)空 中線 装 置 開 口下部 中心か ら上 向角 3° の限界 よ りも 1° ～ 2° を超 え る障害
物 で ,水 平 方 向の見込 角 (障 害物 の幅 )が 10° 以 下 の障害物 が 2個 までの場
△

b)空 中線 装 置 開 口下部 中心か ら上 向角 3° の限界 よ りも 4° ～ 5° を超 え る障害
物 で ,水 平方向の見込 角が 3° 以下の障害物 が 4個 までの場合
c)a)項 及 び b)項 で示 した障害物 が草木 で あ る場合 ,そ の数 は 2倍 まで ,水 平方 向
の見込角 は , 3倍 まであって もよい。
d)一 般 に ,空 中線 装置 開 口下部 か ら 300mを 越 え る障害物 は ,機 能 に障害 を与
え るよ うな反射 はないが ,陰 の部分 の低 角度 の有効範 囲が減少す る。 これ らの
空 中線装置設置基 準 をま とめる と表 1の とお りであ る。
e)鉄 塔手招 は ,空 中線装置放射部 下面 よ リー 15° 以上 にす る。 (図 2参 照 )
f)航 空障害灯 は,空 中線装置放射部下面 よ り上方 にでない こ と。 (図 2参 照 )

表 1-空 中線装置設置基準
例外 の等級 障害物 の種類 水平方 向の最大幅 最大高角度

CIassl 草木等 の幅 の狭 い もの 9° 1 3°

Class2 他 の幅 の狭 い もの
ｎ
０

（Ж
）

Class3a) 草木等 の幅の広 い もの 30 ７

・

Class4a) 他 の幅の広 い もの 1 0° 5°

空 中線装置 開 口部か ら障害物 までの距離 は,300m以 上 を基準 とす る。
空 中線装置設置基準 は ,Classlの 障害物 が 4箇 所以下又 は Cla
ss2の 障害物 が 2箇 所以下の こ と。
空 中線装置設置基準 は ,Classlの 障害物 が 2箇 所及び Class
2の 障害物 が 1箇 所以下の こ と。
障害物 の後方 に陰が生 じる。

2-2

(タ カ ン・ ア プ ローチ に使用す る場合 )

タカ ン・ アプ ローチ に使 用す る場 合 ,空 中線 装置 の近傍 (約 10m以 内)の 障害物
は ,誤 差の原 因 とな る為 で きる限 り離 して設 置す るこ と。
a)空 中線装 置 開 口部 か ら半径 300m以 内に ,空 中線 装置 開 口下部以 上 の高 さの
建物 が な く,設 置 高以 下で も空 中線 か ら見 て障害物 の水 平 方 向の見込 角 は , 1
0° 以下が望ま しく,か つ ,2-1項 の基準 を満足す ること。
b)空 中線 装 置 開 口部 か ら半径 300m以 内 , 150m以 上 の距離 で ,仰 角 8° 以
内 に水 平方 向の見込 角 が 9° 以 内の障害物 が あ って も,設 置 高及 び設 置位 置 関
係 (障 害物 とア プ ロー チ・ コー スの位 置 関係 )を 適 宜選択すれ ば設 置 は可能 で
あ る。 ただ し,障 害物 の後方 は ,陰 とな る。

ｎ
υ
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(メ ンテナ ンスエ リア及 び取付高 さ )

鉄塔踊 り場 へ の 出入 り用ハ ッチ部 は ,全 性 ・整備 の容易性 を考慮 し,空 中線 装置基
台部 点検方 向 (南 側 )を 避 け る こ と。 また ,鉄 塔踊場 と空 中線 装置 取付 用ベ ー スプ
レー ト面 との高 さ関係 は ,空 中線 部点検・ 整備 時 に基台部点検扉 よ り出入 りす るの
で ,極 力 ,踊 場 と空 中線 装置取付 用ベ ー スプ レー ト面 の段差 を小 さく (500mm
以下)し ,整備性 の向上 を図 る必要 があ る。 (図 3参 照 )

(ケ ー ブル ラ ックの設置条件 )

空 中線 装置 ～ タカ ン局舎 間のケー ブル布設 に対 し,幅 3 0 0mmの 垂 直及 び水 平 ラ ッ
クを設 け る必要 が あ る。 曲が り部 分 の半径 は ,WF―H50-13Sを 想 定 し 6 0 0mm以 上必
要 とす る。 また ,ラ ックの横桁 は ,ケ ー ブル布設・ 個縛 作業 の容 易性 を考慮 し, L
型 ア ングル と し,水 平 ラ ックの場合 は,フ ラ ッ ト面 を上 に して取 り付 けす るこ と。
なお ,垂 直 ラ ック立 ち上が り位 置 は ,鉄 塔 を中心 とす るこ と。 (図 4参 照 )

(避 雷針設置条件 )

空 中線 装置 の避 雷針設 置 に 当た って は ,設 置場所 の過去 の落雷状況 等 か ら保護 レベ
ル を決 定す る。 これ に よ り,図 5及 び 図 6か ら保護 角法 の場合 の保護 角及 び 回転 球
体法 の場合 の半径 (雷 撃 距離 )を 決 定 し,避 雷針 の保護 角 又は半径 を満 たす よ う設 置
す るこ と。

回転 球 体法 に よる保護 を行 お うとす る と,空 中線装 置 の周 りに避 雷針 を取 り付 けた
支持 柱 を複数設 置す る必 要 があ る。 この こ とは ,放 射す る電波 の質等 に影 響 を与 え
るこ とが考 え られ るた め ,保 護 角法 に よる設 置 が運 用上 ,経 済 的 に も効 率 が 良い。
ただ し,空 港場 内 。近傍 サイ トにおいては ,空 港制 限表 面 に留意す る必要が ある。
避 雷針支持 管 (φ D)の 太 さの規 定 は ,空 中線 装置放射 部 下部 よ り突 き出た範 囲 と
し,空 中線 装置 放射 部 か らの距離 に よ り制約 を受 け ,図 5及 び 図 6に 示す 寸法 を満
足す る必要 が あ る。避 雷針 は ,近 過 ぎた り太過 ぎ る と電波 障害 , と りわ け方位誤 差
の発 生が懸念 され るた め設置す る方角 は ,滑 走路側 を避 け るこ と。 さらに航 空機 ヘ
サー ビスす る方角 (進 入 コー ス等 )に も設置 しない よ うに考慮す るこ と。

ぴ
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図 3-メ ンテナ ンスエ リア と取付高 さ及び空中線装置 と方位 の関係
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付表 3-飛 行点検評価基準
評 価 項 目 評 価基 準

識 別 符号 正確 ,明 瞭かつ安定 してお り,雑 音がな く,当 該施設 の覆域 内で聴取
可能 であ り,当 該施設 の全覆域 にわたって コース・ ス トラクチ ャー に
影響 を与 えない こ と。

基準 ラジアル 設定 され た磁方位 か ら± 1° 以 内であるこ と。

センシング及びロ

ーテーション

正常であ ること。

距離精 度 実距離 の ± 0.2NM以 内であ るこ と。

偏波効果 不要偏波成分 に起 因す るコー スの偏位 は ,± 2° 以 内であ るこ と。

ラジアル (ア ライ

メン ト)

1 進入方式 に用 い られ るラジアル のア ライ メン トは ,設 定 された磁
方位 か ら± 2° 以 内で あるこ と。

その他 の ラジアル のア ライメン トは ,正 確 な磁 方位 か ら± 2.
5° 以 内であるこ と。

2

ラジアル (ス トラ

クチ ャー )

1 ベ ン ドに よるコー スの偏位 は ,正 確 な磁方位 及び平均電子 ラジア
ル のア ライ メン トか ら± 3.5° 以内であるこ と。
2 ラ フネス及びスキ ヤロッピング
a)オ ン・ コー スの平均か らの偏位 は ± 3° 以 内で あるこ と。
b)特 例 ラフネ ス及 びスキャ ロ ッピングに よる最 大偏位 が 3° を超
えて も,そ の偏位 が ,次 の距離以 内であれ ば許容 され る c
l)FINAL APPROACH FIX(以 下 “FAF'' とい
う。 )/GATEか らMAPま での間で ,任 意 の lNMの う

ち 0.05NM以 内であ ること。

2)平 均海面高度上 , 10, OOOft以 下で ,任 意の 5NMの う
ち 0.25NM以 内で あるこ と。

3)平 均海 面高度上 , 10, 001ft以 上か ら 20, 000ft
以下で ,任意 の 10NMの うち 0.5NM以 内であ るこ と。

4)平 均海面高度上 , 20, 001ft以 上で ,任 意の 20NMの
うち lNM以 内であ ること。

3 ア ンロック
a)タ ー ミナル・ ラジアル
1)FAFか らMAPま での最終進入経路の両側 5° の範 囲におい
て ,方位及び距離 のア ンロックがない こ と。 ただ し,局 上通過
は ,適 用外 とす る。
2)1)以 外の基準 は ,エ ンルー ト・ ラジアル の評価基準 を適用す
る。 ただ し,初 期及び 中間のアプ ローチ・ フ ィ ックス,最 終進
入 ラジアル , リー ド・ ラジアル ,ク ロッシング・ ラジアル等 の
方式手順 で使 用す る基準点 においては,方位及 び距離 のア ンロ
ックがない こ と。

b)エ ンルー ト・ ラジアル
方位 にお け る任 意 の 5NMの 間 にお いて , lNM以 上 のア ン ロ
ック ,距 離 で は ,任 意 の 5NMの 間 にお い て , 0.5NM以 上
のアン ロックがない こ と。

覆域 (信 号強度 ) 地形及び障害物 との間隔 に よって定め られ た最低飛行点検 高度 におい

て , 40NMの 範 囲内で信号強度 が 22μ V(-80dBm)以 上で
あるこ と。 ただ し,次 の各号の場合 は ,信 号強度 が基準値未満 であっ
て も許容 され るもの とす る。
1 ター ミナル・ ラジアル及 びエ ンルー ト・ ラジアル
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最 終進 入 区域 を除 く任 意 の 5NMの 間 にお い て , lNM未 満 で
あ るこ と。

運 用覆域 を超 えて航 空路 、直行 経路 、標 準計器 出発方 式 (SI
D)及 び転移経路 が設定 され て いる場合
当該 施 設 及 び設 定 に使 用 され る他 の施 設 の 方 位 指 針 及 び 距 離

が ,ア ンロ ック しない安定 した状態 にあること。
カバ レッジ・ オー ビッ ト

ノー タム発行等所要 の処置 がな され るこ と。

監視装置 監視装置が警報 を発す る点において ,基 準 ラジアル のア ライ メン ト
が ,± 1° を超 えない こと。

予備器材 主器材 と同 じ評価基準 を満 足す るこ と。

予備 電源 主電源 で運用 され た評価基準 と同 じ基準 を満足す るこ と。
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付紙 1-調 査報告書 に関す る著作権譲渡証 明書

調査報告書 に関す る著作権譲渡証 明書

令和  年   月  日

甲

殿

乙 住   所
会 社 名

代表者名

乙は ,上記契約 に よ り作成 した調査報告書 に関す る著作権 (著 作権法
(昭 和 45年 法律第 48号 )第 21条 か ら第 28条 に定 める全 ての権利 を
含 む。 )を 令和年 月 日に 甲に対 して譲渡 した ことに相違 あ りませ んの
で ,本証 明書 を提 出いた します。 ただ し,甲 及び 乙の協議 の上 ,適 用外 と
され た著作権 は ,乙 に留保 され るもの とします。

調 達 要 求 番 号

ロ
口口 名

契 約 金 額 納入 先部 隊等名

(納 入場所 )数 量 ・ 単 価

単 価 認証番 号及び年 月 日
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付紙 2-調 査 報告書 に関す る著作者 人格権 不行使証書

調査報告書 に関す る著作者人格権不行使証書

令和  年   月  日

甲

殿

乙 住   所
会 社 名

代表者名

乙は ,上 記契約 に よ り作成 した調査報告書等 に関す る著作者 人格権 (著
作権法 (昭 和 45年 法律第 48号 )第 18条 か ら第 20条 に定 める全 ての

権利 を含 む。 )を 行使 しない ことを約 束 し,本 証書 を提 出いた します。
なお ,著作者 人格権 を行使 しよ うとす る場合 には ,甲 の承認 を得 るもの
と します。

調 達 要 求 番 号

口
叩 名

契 約 金 額 納入先部 隊等名

(納 入場所 )
数 量 ・ 単 価

単 価 認証番 号及び年 月 日
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付紙 3-調査報告書に関する適用外著作権等内訳書

調査報告書に関する適用外著作権等内訳書

調査報告書等に関する著作権譲渡証明書のただし書きにより,乙に留保される著
作権の内訳は,次のとおりです。

該 当 範 囲

該 当 箇 所

理 由



調 達 要 領 指 定 書

発 簡 番 号

調 達 要 求 番 号 新管隊-1
調 達 要 求 年 月 日 令和 7年 5月 16日
作 成 部 課 新田原管制隊

作 成 年 月 令和 7年 5月  8日
口
ｍ 名 地上タカン装置移設に係る電波影響調査

仕 様 書 番 号 新基 LPS― E00016

2 調査に関する要求
2.1 調査の前提
a)既設タカンの諸元及び設置場所
) 既設タカンの諸元

1)名  称  新田原タカン
2)周 波 数  1184MHz(CH-97X)
3)出   力  5kW± 50%
4)受 信感度  -95dBm(応 答率が 70%の 場合 )
既設タカンの設置場所   北緯  32度 04分 49.48秒

東経 131度 27分 13.62秒
移設後の設置候補地    航空自衛隊 新田原基地内 (宮崎県児湯郡新富町 )

2)

3)

既設タカン

図―航空自衛隊新田原基地案内図

2.2 調査実施計画書の作成等
b)調 査実施計画書 (案 )説明会の実施場所
府中基地又は新田原基地

2.3.3 連絡調整会の実施
名   称 実施場所

連絡調整会 府中基地又は新田原基地

2.3.4 調査結果の報告

疑≡壼ヲ

⊆∋ (=≡≡3)⊂
=≡
≡罫

設置候補地 (範囲)

名   称 実施場所 実施時期

中間報告会 府中基地又は新田原基地 令和 7年 9月 30日 までに
調査結果報告会 府中基地又は新田原基地 令和 8年 2月 28日 までに

司 口 "日 |、~  
サノ



4.1 提出書類

4.2 納入品

名   称 数量 単位 媒体 提出先

調査実施計画書

EA DVD 航空幕僚監部防衛部事業計画第 1課

部 紙 航空自衛隊 航空保安管制群本部
部 紙 航空自衛隊 新田原管制隊

中間報告資料

EA DVD 航空幕僚監部防衛部事業計画第 1課

予FБ 紙 航空自衛隊 航空保安管制群本部
部 紙 航空自衛隊 新田原管制隊

名    称
数

量

単

位

媒

体
納入先 納期

調査報告書
EA DVD

航空自衛隊 新田原管制隊 令和 8年 3月 31日
干F『 紙


